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制度等の概要

１　被保険者
　国民健康保険（以下「国保」という。）の被保険者は、制度発足時は、農業や自営業者

などが中心に加入していたが、現在はサラリ－マンの定年退職などにおける受け皿的な役

割が強まり、公共的な役割の高い制度である。また、高齢社会の移行により、国保の加入

者は増加している。平成２０年度に後期高齢者医療制度が発足し、７５歳以上の約17,000

人が新制度に移行した。又、同時に退職者医療制度の見直しがあり、公営国保に限って、

平成２６年度までの間における６５歳未満の退職者を対象として存続させる経過措置が講

じられた。

本市の加入状況（各年度末現在）

（１）世帯数

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

107,484 109,248 110,915 112,324 117,428

46,737 47,016 47,032 38,705 39,123

43.5% 43.0% 42.4% 34.5% 33.3%
（２）被保険者数  

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

236,394 242,607 245,032 247,101 249,996

71,464 69,311 68,019 62,140 62,592

86.2% 84.1% 83.4% 95.6% 95.5%

11,421 13,142 13,580 2,855 2,925

13.8% 15.9% 16.6% 4.4% 4.5%

82,885 82,453 81,599 64,995 65,517

35.1% 34.0% 33.3% 26.3% 26.2%

２　保険給付
（１）保険給付の主な種類

 　ア　入院・通院に関するもの

　・療養の給付　　通院や入院の診療など

　・療養費　　　　緊急その他やむを得ない理由で保険証を持たずに受けた治療、医師の

　　　　　　　　　同意による針、灸、マッサ－ジなど費用を全額支払ったとき

　・高額療養費　　同じ月内に、同じ病院等で支払った自己負担金が一定額を超えたとき

 　イ　出産及び葬祭に関するもの

　・出産育児一時金　　被保険者が出産したとき（１児につき　４２万円）

　・葬祭費　　　　　　被保険者が死亡したとき（１葬祭につき　５万円）

（２）自己負担金

未就学児 ２割

就学児～69歳 ３割

70歳～74歳　１割又は３割（法定は、２割又は３割）

１割又は３割

一般被保険者数

市全体世帯数

国保加入世帯数

加入割合

市全体人口

構成比率

退職被保険者数

構成比率

被保険者合計

人口に対する割合

（１）

　参考　後期高齢者医療制度



３　退職者医療制度
　　退職者医療制度は、昭和５９年度に創設されたもので、被用者保険ＯＢの医療費は、すべ

　てＯＢ自身と被用者保険の現役被保険者の負担で賄おうとするもので、医療保険間の財政調

　整による負担の公平性と世代間扶養の考え方が取り入れられた制度となっていた。

　　平成２０年度に新たな高齢者医療制度の創設により廃止となったが、平成２６年度までの

　間における６５歳未満の退職者を対象として経過措置が講じられた。

（１）対象者

　　被用者年金の被保険者または組合員であった期間が２０年以上であること、または４０歳

　以降１０年以上ある者及びその被扶養者で６５歳未満の者

（２）財政負担

保険税

（ＯＢ自身）

４　前期高齢者財政調整制度
　　６５歳から７４歳までの前期高齢者については、その加入割合の違いにより、保険者で

　医療費の負担に不均衡が生じていることから、保険者間の財政を調整する制度が平成２０

年度に創設された。これにより、各保険者は、各保険者の前期高齢者給付費及び前期高齢

者に係る後期高齢者支援金の額をもとに、前期高齢者加入率が全国平均であるものとみな

して算出した額を負担することとなる。

　この事務は社会保険診療報酬支払基金が、実施し、概算額で交付及び納付し、２年後に

精算を行う。

【交付額】

概算納付額 確定額 概算交付額 確定額

平成20年度 3,477 1,573 3,981,234 3,743,967
平成21年度 8,035 3,582,086

５　老人保健医療制度
　　老人保健医療制度は、昭和５３年度に創設されたもので、国民の老後における健康の

　保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に

　実施し、もって国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的としていた。

　　平成２０年度に後期高齢者医療制度の創設により廃止された。現在、精算のための拠出金

　を納付している。

老人保健拠出金の推移 　

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

医療費拠出金 3,486,146 3,734,685 565,297 75,227 44,207
事務費拠出金 59,692 58,848 5,335 205 173
合計 3,545,838 3,793,533 570,632 75,432 44,380
対前年比 -9.8% 7.0% -85.0% -86.8% -41.2%
※　平成22年度は当初予算額

医療費等必要額

　（被用者保険からの拠出）

　　　（現役世代）

（２）

（単位：千円）

納付金 交付金

（単位：千円）

療養給付費等交付金



６　介護保険制度
　国民健康保険税には、介護保険に係る経費が含まれている。

介護保険は、４０歳以上の国民が保険料を負担しあい、介護または支援が必要になった高

齢者を社会全体で支えあう制度。

　国民健康保険加入者の４０歳以上６５歳未満の方は、第２号被保険者となり、国民健康

保険税のなかに介護分が含まれている。

（１）　財政制度

　介護保険の財政は、公費負担５０％と保険料５０％で賄われ、保険料の負担割合は、第

１号被保険者（６５歳以上）が２０％、第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満）が３０％

となっている。

（２）　介護納付金の財源

介護納付金　　　１００％

介護納付金の年度推移

平成18年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

介護納付金 1,218,869 1,091,128 1,034,424 1,100,948

対前年比 -2.8% -8.9% -5.2% 6.4%

被保険者
（概算値）

20,850 21,768 22,342 22,857

一人当たり負担
額（概算値） 28,915 35,019 36,513 41,665

保険税

（３）

平成19年度

1,197,613

-1.7%

21,438

32,425

　ただし、本市の場合は、国庫支出金等のうち調整部分の交付金の一部が交付されてい
ない。その部分は、一般会計からの繰入金で補てんしている。

　介護納付金の財源となる第２号被保険者の保険料は、国庫支出金等と第２号被保険者
が負担する介護分保険税でそれぞれ５０％ずつ賄うことを基本としている。

その他

（単位：千円）

　国　　　　２５％

第１号保険料　２０％

都道府県・市町村　２５％

第２号保険料　　３０％

国庫支出金　　　３４％

都支出金　　　　　６％



財政制度の概要

　なお、本市では、国庫及び都支出金分のうち財政調整されている１０％に相当

　する額が原則交付されないため、その財源も一般会計からの繰入金で賄っている。

 １　費用負担

　国庫支出金

財政調整交付金 特別調整交付金

（給付費等の9％） （給付費等の１％）

療養給付費等負担金 普通調整交付金

（給付費等の34％） （給付費等の６％）

保険基盤安定繰入金

職員給与費等繰入金

出産育児一時金繰入金

財政安定化支援事業繰入金

(1)　国庫支出金　

　国保は、被用者保険の事業主負担がないこと、低所得者の加入が多いこと、

市町村間の財政調整が必要なことなどから被用者保険と比べて国庫負担の割合

が高くなっている。

　・療養給付費等負担金（一般被保険者に係る療養の給付、後期高齢者医療

支援金、介護納付金）

　・財政調整交付金（医療費や保険税の負担能力の格差などによる市町村間の

財政力の不均衡の調整）

　・保険基盤安定繰入金（低所得者の保険税の軽減分と保険者の財政支援分）

(2)　都支出金

都は、区市町村の財政調整を、予算の範囲内で保険財政の健全化と事業内容

の向上を図るため、事業に要する費用の一部を補助している。

 ①　財政調整交付金

医療費等７％相当額を予算化し、その６％を普通調整交付金、１％を特別

調整交付金として交付するものである。

　一般被保険者の療養の給付費等に要する費用は、５０％が国及び都が負担し、
残りの５０％を保険税として被保険者が負担するのが原則となっている｡現実的
には、保険税を５０％確保することは難しく、国が定める基準により一般会計か
ら繰り入れている。

保険税

その他繰入金

（４）

５０％ ５０％

　保険税等
公費

療養の
給付等

財
政
調
整
交
付
金

都支出金
一部負担金

一般会計
繰入金



２　保険税と給付費等の状況

給付費等は、平成１７年度までは保険給付費と老人保健医療拠出金と介護納付金の３項目

で歳出総額の約９５％を占めていたが、１８年度からの共同事業の拡充により又２０年度医

療制度改正により、大幅に変更となった。

２０年度に創設された後期高齢者医療支援金等、前期高齢者財政調整制度により、保険給

付費、後期高齢者支援金等と介護納付金及び精算中の老人保健医療拠出金の４項目で歳出総

額の約８５％を占めている。

また、後期高齢者医療制度の創設により７５歳以上の高齢者の保険税が、国保会計から分

離されたことにより、保険税総額が約１１億円減少した。このため、保険税の保険給付費等

に占める割合が従来の約３３％から２７％に減少した。

           

　　区分

医療分

後期高齢者支援分

介護分

合計

指数

保険給付費
後期高齢者支援金等

老健拠出金

介護納付金

合計

指数

（５）

17,769,171 18,826,613 20,910,525 21,215,565 20,494,812

95.7% 90.9% 87.2% 83.4% 85.2%

     (単位：千円)

－ － －

保険税の割合　①／② 31.1% 33.9% 32.1% 27.0% 27.1%

歳出決算額　　③

給付費の割合　②／③

1,218,869

保険税と給付費等の推移

810,586 837,610
保険税
①

給付費等
②

－ 2,582,451

17,454,915

5,280,899

100

75,432

1,034,424

2,825,750

17,690,914

平成２１年度

3,413,6034,912,536

368,363

100

3,545,839

480,257

4,731,470

89.6

13,519,309

102.7

5,809,892

110.0

12,351,84311,881,704

3,930,706

1,185,190

16,997,600

104.1

1,091,128

5,372,197

482,706

5,854,903

110.9

5,324,145

485,747

100.7

13,236,339

3,793,533

1,197,613

18,227,485

107.2

17,116,551

－ －

平成１７年度平成１８年度平成１９年度平成２０年度

13,446,703

570,632

482,615

4,769,062

90.3

3,475,861



【歳入】

平成17年度

決算額 決算額 伸率％ 決算額 伸率％ 決算額 伸率％ 決算額 伸率％ 予算額 伸率％

国民健康保険税 5,280,900 5,809,893 10.0 5,854,903 0.8 4,769,062 -18.5 4,731,471 -0.8 4,789,366 1.2

国庫支出金 4,853,091 4,367,575 -10.0 4,554,085 4.3 4,357,202 -4.3 4,588,285 5.3 4,921,448 7.3

療養給付費交付金 2,790,757 3,698,222 32.5 4,362,575 18.0 1,487,146 -65.9 782,079 -47.4 639,594 -18.2

前期高齢者交付金 3,981,235 皆増 3,582,066 -10.0 3,834,518 7.0

都支出金 696,107 924,264 32.8 890,181 -3.7 1,061,181 19.2 1,034,129 -2.5 976,718 -5.6

共同事業交付金 369,926 1,125,414 204.2 2,086,149 85.4 2,616,886 25.4 2,188,894 -16.4 2,072,110 -5.3

繰入金 3,718,591 2,855,706 -23.2 3,050,461 6.8 3,714,174 21.8 2,733,942 -26.4 3,663,039 34.0

繰越金 61,527 61,527 0.0 71,865 16.8 8,309 -88.4 831,265 　 1 　

その他収入 50,395 55,876 10.9 48,617 -13.0 51,634 6.2 27,794 -46.2 36,332 30.7

歳入合計 17,821,294 18,898,477 6.0 20,918,836 10.7 22,046,829 5.4 20,499,925 -7.0 20,933,126 2.1

【歳出】

平成17年度

歳出額 決算額 伸率％ 決算額 伸率％ 決算額 伸率％ 決算額 伸率％ 予算額 伸率％

総務費 296,023 254,111 -14.2 297,213 17.0 266,890 -10.2 265,008 -0.7 287,937 8.7

保険給付費 11,881,794 12,351,843 4.0 13,236,339 7.2 13,446,703 1.6 13,519,309 0.5 14,593,056 7.9

後期高齢者支援金等 2,582,451 皆増 2,825,750 9.4 2,606,609 -7.8

前期高齢者納付金等 3,477 皆増 8,035 131.1 4,676 -41.8

老人保健拠出金 3,930,706 3,545,839 -9.8 3,793,533 7.0 570,632 -85.0 75,432 -86.8 44,380 -41.2

介護納付金 1,185,190 1,218,869 2.8 1,197,613 -1.7 1,091,128 -8.9 1,034,424 -5.2 1,100,948 6.4

共同事業拠出金 370,718 1,121,705 202.6 2,039,836 81.9 2,580,412 26.5 2,175,399 -15.7 1,976,227 -9.2

保健事業費 16,779 34,151 103.5 25,955 -24.0 264,997 921.0 266,790 0.7 292,820 9.8

諸支出金 87,961 300,095 241.2 320,036 6.6 408,875 27.8 324,665 -20.6 25,003 -92.3

その他 0 0 0 0 1,470 皆増

歳出合計 17,769,171 18,826,613 6.0 20,910,525 11.1 21,215,565 1.5 20,494,812 -3.4 20,933,126 2.1

　

歳入歳出差引額 52,123 71,864 8,311 831,264 5,113 0

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

（６）

３　国民健康保険特別会計の推移（款別）

（単位：千円）

平成22年度当初予算平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度

平成22年度当初予算



国保財政推移（歳入） （単位：円）

 7

１７決算 伸率 １８決算 伸率 １９決算 伸率 ２０決算 伸率 ２１決算 伸率

現年課税分 4,050,907,827 -0.22 4,347,135,503 7.31 4,264,538,117 -1.90 4,044,611,170 -5.16 4,039,956,356 -0.12

　 医 療 分 3,770,805,277 -0.33 3,974,446,164 5.40 3,897,952,653 -1.92 2,912,604,693 -25.28 2,902,897,868 -0.33

一 介 護 分 280,102,550 1.26 372,689,339 33.05 366,585,464 -1.64 377,651,017 3.02 376,562,846 -0.29

後期高齢者支援金分 754,355,460 皆増 760,495,642 0.81

国 般 滞納繰越分 357,655,008 11.59 356,501,269 -0.32 411,635,368 15.47 362,560,111 -11.92 346,877,017 -4.33

医 療 分 331,444,382 11.03 330,179,253 -0.38 378,565,159 14.65 329,548,811 -12.95 290,211,289 -11.94

分 介 護 分 26,210,626 19.14 26,322,016 0.42 33,070,209 25.64 33,011,300 -0.18 34,469,807 4.42

後期高齢者支援金分 22,195,921 皆増

4,408,562,835 0.64 4,703,636,772 6.69 4,676,173,485 -0.58 4,407,171,281 -5.75 4,386,833,373 -0.46

保 現年課税分 861,535,552 12.41 1,093,584,777 26.93 1,155,001,378 5.62 342,923,899 -70.31 329,046,375 -4.05

　 医 療 分 800,679,185 12.89 1,008,165,468 25.91 1,074,403,396 6.57 216,855,959 -79.82 207,970,290 -4.10

退 介 護 分 60,856,367 6.45 85,419,309 40.36 80,597,982 -5.64 69,837,734 -13.35 66,933,207 -4.16

後期高齢者支援金分 56,230,206 皆増 54,142,878 -3.71

職 滞納繰越分 10,801,432 23.46 12,671,220 17.31 23,728,239 87.26 18,966,937 -20.07 15,590,863 -17.80

税 医 療 分 9,607,299 20.76 11,354,969 18.19 21,276,001 87.37 16,852,055 -20.79 12,524,125 -25.68

分 介 護 分 1,194,133 50.59 1,316,251 10.23 2,452,238 86.30 2,114,882 -13.76 2,291,463 8.35

後期高齢者支援金分 775,275 皆増

872,336,984 12.53 1,106,255,997 26.82 1,178,729,617 6.55 361,890,836 -69.30 344,637,238 -4.77

5,280,899,819 2.43 5,809,892,769 10.02 5,854,903,102 0.77 4,769,062,117 -18.55 4,731,470,611 -0.79

4,690,899,487 -7.02 4,241,684,069 -9.58 4,349,316,722 2.54 3,938,683,201 -9.44 4,292,527,660 8.98

162,191,497 -16.28 125,890,622 -22.38 204,768,003 62.66 418,519,057 104.39 275,757,074 -34.11

 53,033,000 -1.53 44,022,000 -16.99 45,794,000 4.03 240,658,000 425.52 116,132,000 -51.74

 16,480,000 -69.39 5,841,000 -64.56 70,504,000 1,107.05 19,513,000 -72.32 378,000 -98.06

 92,678,497 7.72 76,027,622 -17.97 85,047,078 11.86 115,710,057 36.05 95,472,587 -17.49

42,055,000 皆増 42,568,000 1.22

4,853,090,984 -7.36 4,367,574,691 -10.00 4,554,084,725 4.27 4,357,202,258 -4.32 4,568,284,734 4.84

2,790,757,000 14.91 3,698,222,331 32.52 4,362,574,807 17.96 1,487,146,000 -65.91 782,079,000 -47.41

3,981,234,890 皆増 3,582,066,079 -10.03

696,106,874 171.27 924,264,253 32.78 890,180,883 -3.69 1,061,180,633 19.21 1,034,128,587 -2.55

369,926,079 11.72 1,125,414,199 204.23 2,086,148,614 85.37 2,616,885,835 25.44 2,188,893,689 -16.36

273 -1.09 15,982 5,754.21 56,004 250.42 48,146 -14.03 11,677 -75.75

345,789,035 1.35 367,334,337 6.23 373,585,339 1.70 301,821,419 -19.21 294,587,463 -2.40

293,671,293 3.97 254,111,396 -13.47 297,213,403 16.96 266,307,024 -10.40 263,357,016 -1.11

66,400,000 -24.03 82,533,333 24.30 87,266,666 5.74 88,100,000 0.95 86,581,416 -1.72

122,498,000 26.74 135,739,000 10.81 167,024,000 23.05 243,605,000 45.85 74,243,000 -69.52

2,890,232,707 12.64 2,015,988,271 -30.25 2,125,371,931 5.43 2,814,341,000 32.42 1,985,173,000 -29.46

3,718,591,035 10.22 2,855,706,337 -23.20 3,050,461,339 6.82 3,714,174,443 21.76 2,703,941,895 -27.20

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30,000,000 100.00

3,718,591,035 10.22 2,855,706,337 -23.20 3,050,461,339 6.82 3,714,174,443 21.76 2,733,941,895 -26.39

61,526,694 1,275.79 52,121,815 -15.29 71,865,111 37.88 8,308,852 -88.44 831,265,392 9,904.58

50,394,728 43.20 65,281,284 29.54 48,616,931 -25.53 51,634,940 6.21 47,794,594 -7.44

17,821,293,213 5.93 18,898,477,679 6.04 20,918,835,512 10.69 22,046,829,968 5.39 20,499,924,581 -7.02

そ の 他 の 収 入

財 産 収 入

繰

入

金

一
般
会
計
繰
入

  小　　　　計

財 政 安 定 化

そ の 他 一 般 会 計

前 期 高 齢 者 交 付 金

歳 入 合 計

 計

繰 越 金

共 同 事 業 交 付 金

基 金 繰 入 金

都 支 出 金

保 険 基 盤 安 定

職 員 給 与 費 等

出 産 育 児 一 時 金 等

計

療 養 給 付 費 等 交 付 金

国

庫

支

出

金

療 養 給 付 費 等 負 担 金

共 同 事 業 負 担 金 ( 国 )

特定健康診査負担金(国)

国 庫 補 助 金

普通調整交付金(介護・後期)

特 別 調 整 交 付 金

計

小 計

歳 入

計



国保財政推移(歳出） （単位：円）

 8

１７決算 伸率 １８決算 伸率 １９決算 伸率 ２０決算 伸率 ２１決算 伸率

296,023,135 4.80 254,111,396 -14.16 297,213,403 16.96 266,890,024 -10.20 265,007,631 -0.71

10,540,115,910 12.61 10,914,258,504 3.55 11,696,639,857 7.17 11,763,996,022 0.58 11,813,780,361 0.42

内 一 般 分 7,446,113,152 6.39 7,615,641,353 2.28 7,821,445,224 2.70 10,851,870,187 38.75 11,108,781,593 2.37

訳 退 職 分 3,094,002,758 31.06 3,298,617,151 6.61 3,875,194,633 17.48 912,125,835 -76.46 704,998,768 -22.71

184,917,598 10.13 203,650,380 10.13 230,436,390 13.15 238,542,294 3.52 250,061,206 4.83

内 一 般 分 139,897,394 5.88 149,547,537 6.90 166,796,135 11.53 206,315,901 23.69 237,770,805 15.25

保 訳 退 職 分 45,020,204 25.82 54,102,843 20.17 63,640,255 17.63 32,226,393 -49.36 12,290,401 -61.86

険 47,867,059 10.33 50,164,263 4.80 52,426,962 4.51 54,618,457 4.18 54,398,763 -0.40

給 927,470,435 2.40 980,894,216 5.76 1,041,102,026 6.14 1,225,542,644 17.72 1,238,824,957 1.08

付 内 一 般 分 698,052,952 -3.09 727,192,985 4.17 754,652,815 3.78 1,100,321,766 45.81 1,155,669,201 5.03

費 訳 退 職 分 229,417,483 23.75 253,701,231 10.58 286,449,211 12.91 125,220,878 -56.29 83,155,756 -33.59

0 0.00 367,441 100.00

内 一 般 分 0 0.00 367,441 100.00

訳 退 職 分 0 0.00 0 0.00

44,250 100.00 0 -100.00 31,830 100.00 0 0.00 0 0.00

内 一 般 分 44,250 100.00 0 -100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

訳 退 職 分 0 0.00 0 0.00 31,830 100.00 0 -100.00 0 0.00

99,600,000 -24.03 123,800,000 24.30 130,900,000 5.74 132,150,000 0.95 133,155,855 0.76

70,910,000 6.63 68,460,000 -3.46 74,970,000 9.51 21,170,000 -71.76 15,710,000 -25.79

10,868,301 9.61 10,615,320 -2.33 9,832,011 -7.38 10,683,927 8.66 13,010,728 21.78

11,881,793,553 11.21 12,351,842,683 3.96 13,236,339,076 7.16 13,446,703,344 1.59 13,519,309,311 0.54

2,582,450,944 皆増 2,825,750,191 9.42

3,477,280 皆増 8,034,721 131.06

老 3,870,921,466 -10.47 3,486,146,310 -9.94 3,734,685,200 7.13 565,297,080 -84.86 75,226,526 -86.69

健 59,784,745 -0.81 59,692,642 -0.15 58,848,213 -1.41 5,334,557 -90.94 205,318 -96.15

拠 3,930,706,211 -10.34 3,545,838,952 -9.79 3,793,533,413 6.99 570,631,637 -84.96 75,431,844 -86.78

1,185,190,402 15.03 1,218,869,216 2.84 1,197,613,300 -1.74 1,091,127,588 -8.89 1,034,424,426 -5.20

370,718,055 7.72 1,121,704,748 202.58 2,039,836,198 81.85 2,580,411,761 26.50 2,175,399,104 -15.70

16,779,150 9.19 34,150,605 103.53 25,955,200 -24.00 264,996,571 920.98 266,789,781 0.68

87,960,892 296.04 300,094,968 241.17 320,036,070 6.64 408,875,427 27.76 324,665,308 -20.60

17,769,171,398 6.01 18,826,612,568 5.95 20,910,526,660 11.07 21,215,564,576 1.46 20,494,812,317 -3.40

共 同 事 業 拠 出 金

保 健 事 業 費

そ の 他 支 出

歳 出 合 計

後 期 高 齢 者 支 援 金 等

前 期 高 齢 者 納 付 金 等

医 療 費 拠 出 金

事 務 費 拠 出 金

小 計

介 護 納 付 金

高 額 介 護 合 算 費

移 送 費

出 産 育 児 一 時 金

葬 祭 費

結 核 精 神 給 付 金

小 計

歳 出

総 務 費

療 養 給 付 費

療 養 費

審 査 支 払 手 数 料

高 額 療 養 費



４　一般会計繰入金

（１） 繰入金の状況

国保の財政は、制度上保険税と国庫負担金等で賄うことになっているが、法定の繰入の

ほか、相当の一般会計からのその他繰入金が投入されている。

一般会計繰入金の推移 単位：千円

平成17年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

法定繰入 828,358 925,089 899,833 718,768

その他（Ａ） 2,890,233 2,125,372 2,814,341 1,985,173

3,718,591 3,050,461 3,714,174 2,703,941

10.2% 6.8% 21.8% -27.2%

11,881,794 13,236,339 13,446,703 13,519,309

24.3% 16.1% 20.9% 14.7%

（２） 繰入金のル－ル

 平成１７年度に設定した「その他一般会計の繰入限度基準」は次のとおりとなっている。

 国民健康保険と政府管掌健康保険との制度や所得格差を参考に医療費に対する被保険者の

 負担の観点から、政府管掌健康保険の加入者と同等の負担率になることを基準とする。

この基準は、繰入対象である医療費等に対する「その他一般会計繰入金」の繰入額を算出

するもので、平成１９年度までの繰入率の上限を２０％とする。

（原則）

税

（本市）

　 20％を上限

参考　その他一般会計繰入金の繰入状況（平成２０年度決算）

 　公営国保　１，７８８保険者　内　その他一般会計繰入保険者　１,２２３保険者

その他一般会計繰入金総額　　　３,６６８億円

　うち　東京都内の公営国保　　１,１０３億円（全体の約３割）

東京都の被保険者一人当たり繰入額

都平均

２６市平均

２３区平均

計

対前年比

2,015,988

2,855,706

２８,７００円

定率国庫負担

-23.2%

国民健康保険税

公費

療養諸費等・老人保健医療費拠出金・介護納付金

国民健康保険税

保険給付費(B)

割合　(A)/(B)

40.0%

50.0%

839,718

平成18年度

12,351,843

定率国庫負担

40.0%

国庫財政
調整交付金

10.0%

16.3%

（９）

　

３０,２８７円

２６,７４５円

その他
収入

その他一般
会計繰入金



保険税の概要
１　賦課方法　２方式（所得割、均等割）　所得割は旧ただし書き方式

２　税率等
　　（１）　平成２２年度の税率等

医療分 後期高齢者支援金分 介護分

所得割 ４．1％ １．1％ １．３％

均等割 21,000円 5,400円 9,600円

限度額 ４７万円 １２万円 ９万円

（２）　賦課限度額

  国民健康保険の給付は、納めた保険税の多少にかかわらず、だれでも同じ内容の給

付を受けることになるため、保険税負担を無制限とすることはできず、また、納税意欲の

観点からも賦課限度額が定められている。

法定限度額 　医療分５０万円、後期高齢者支援分１３万円　介護分１０万円

　

（３） 税率等の推移

医療分

医療分 後期高齢者支援金分 介護分 計

所得割 4.80% 0.88% 5.68%

均等割（円） 12,000 6,000 18,000

限度額（円） 500,000 70,000 570,000

所得割 4.80% 0.94% 5.74%

均等割（円） 12,000 6,200 18,200

限度額（円） 500,000 70,000 570,000

所得割 5.20% 1.30% 6.50%

均等割（円） 26,400 9,600 36,000

限度額（円） 530,000 80,000 610,000

所得割 4.10% 1.10% 1.30% 6.50%

均等割（円） 21,000 5,400 9,600 36,000

限度額（円） 470,000 120,000 90,000 680,000

３　賦課の構成（賦課割合）
（１） 応能・応益割

　保険税は、所得や資産等の負担能力に応じた負担（応能割）と世帯単位あるいは被保

険者を単位に保険給付という利益を受ける期待率に比例した負担（応益割）により構成

されている。

応能割・応益割の推移（医療分）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

応能割　％ 65.26% 67.13% 62.6% 66.5% 62.4%

応益割　％ 34.74% 32.87% 37.4% 33.5% 37.6%

平成12年度

平成13年度

平成18年度

平成20年度

（10）



　　応能割と応益割は、５０対５０が原則で、市町村は自己の実情に最も適した方式を

定める。

方式
所得割 100分の40 所得割 100分の50 所得割 100分の50

資産割 100分の10

均等割 100分の35 均等割 100分の35 均等割 100分の50

平等割 100分の15 平等割 100分の15

22年度賦課 
特徴

・応能割に比重がかかると中間所得者層以上の負担が重くなる。

・応益割に比重がかかると低所得者層の負担が重くなる。

傾向

４　保険税の減額
低所得者世帯に対する保険税軽減制度（地方税法第７０条の５）

  保険税の納税義務者と世帯に属する被保険者の所得の合算額が一定額以下の場合には

均等割額について、条例で定める額を減額した後に賦課するものである。

・６割軽減　前年度の総所得金額が３３万円以下の世帯。

・４割軽減　前年度の総所得金額が３３万円+(245,000円×世帯主を除く被保険者数）

　　　　　　　以下の場合

保険税の減額内容（円）

医療分
後期高齢者
支援金分

介護分

６割軽減 12,600 3,240 5,760
４割軽減 8,400 2,160 3,840

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

軽減世帯 14,836 15,125 15,415 14,714 10,941

軽減額 330,776 358,042 332,386 335,649 266,340

※　軽減対象世帯数は、医療分の軽減対象世帯数

ただし書き所得 世帯数 割合％ 被保数 割合％
一人当たり
平均税額

一世帯当り
平均税額

０万円 14,814 36.3 19,039 27.9 19,045 24,477

～１００万円 8,048 19.7 12,559 18.4 44,381 69,257

～２００万円 7,942 19.5 13,871 20.4 72,875 127,280

～３００万円 4,364 10.7 8,932 13.1 94,783 193,997

～５００万円 3,287 8.1 7,647 11.2 121,104 281,742

～９００万円 1,469 3.6 3,703 5.4 175,332 441,971

９００万円～ 849 2.1 2,383 3.5 225,403 632,669

合計 40,773 68,134 71,769 119,930

（11）

   注）０万円のランクには、未申告を含む。

軽減状況（現年度賦課分）

　後期高齢者医療保険料は、２方式の賦課を採用していること等から、４方式か
ら３方式、　２方式に移行する団体が増加しつつある。

割合

１３市 ４市 ９市

（２） 賦課割合の原則（地方税法第７０３条の４第３項）

４方式 ３方式 ２方式

単位：千円

所得段階別課税状況（２１年度当初課税）
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